
職員採用試験のお知らせ【行政職・消防職・看護保健職】
問合先：総務課

職員担当

試
験
職
種
及
び

　
平
成
30
年
度
採
用
予
定
人
員

行
政
職（
上
級
）　　
　
　
　

７
名
程
度

行
政
職（
上
級
）〈
社
会
人
枠
〉　

若
干
名

行
政
職（
上
級
）〈
建
築
〉　　
　
　

１
名

行
政
職（
上
級
）〈
土
木
〉　　
　
　

１
名

行
政
職（
上
級
）〈
社
会
福
祉
士
〉　

２
名

行
政
職（
上
級
）〈
精
神
保
健
福
祉
士
〉１
名

消
防
職（
上
級
）〈
消
防
士
〉　　
　

２
名

消
防
職（
初
級
）〈
消
防
士
〉　　
　

１
名

看
護
・
保
健
職（
上
級
）〈
保
健
師
〉２
名

受
験
資
格

　

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格
条
項

（
※
下
記
参
照
）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
、
ま
た
は
日
本
国
籍
を
有
し
な
い

者
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

【
行
政
職（
上
級
）】

・�

昭
和
63
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

大
学
を
卒
業（
平
成
30
年
３
月
卒
業
見

込
み
を
含
む
）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者

【
行
政
職（
上
級
）〈
社
会
人
枠
〉】

・�

昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
２
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
大
学

を
卒
業
以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
資
格
を
有
し
、
直
近
の
７
年
間
で

５
年
以
上
、
他
の
官
公
庁
も
し
く
は
民

間
企
業
等
に
勤
務
し
た
経
験
の
あ
る
者

【
行
政
職（
上
級
）〈
建
築
〉】

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

・�

昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
６
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

大
学
を
卒
業
以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と

※
地
方
公
務
員
法
第
16
条

（
欠
格
条
項
）

１　

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

２　

�

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

ま
で
の
者

３　

�

当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
懲

戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処

分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者

４　

�

人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の

委
員
の
職
に
あ
つ
て
、
地
方
公
務

員
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
刑
に

処
せ
ら
れ
た
者

５　

�

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お

い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下

に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊

す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の

他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ

に
加
入
し
た
者�

同
等
以
上
で
、
一
級
建
築
士
の
資
格

を
有
す
る
者

・�

昭
和
63
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

大
学（
建
築
に
関
す
る
課
程
）を
卒
業

（
平
成
30
年
３
月
卒
業
見
込
み
を
含

む
。）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
資
格
を
有
す
る
者

【
行
政
職（
上
級
）〈
土
木
〉】

・�

昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

大
学（
土
木
に
関
す
る
課
程
）を
卒
業

（
平
成
30
年
３
月
卒
業
見
込
み
を
含

む
。）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
資
格
を
有
す
る
者

【
行
政
職（
上
級
）〈
社
会
福
祉
士
〉】

・�

昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
大

学
を
卒
業（
平
成
30
年
３
月
卒
業
見
込

み
を
含
む
。）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
資
格
を
有
し
、
社
会
福
祉
士

の
資
格
を
有
す
る
者（
平
成
30
年
３
月

資
格
取
得
見
込
み
を
含
む
。）

【
行
政
職（
上
級
）〈
精
神
保
健
福
祉
士
〉】

・�

昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
大

学
を
卒
業（
平
成
30
年
３
月
卒
業
見
込

み
を
含
む
。）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
資
格
を
有
し
、
精
神
保
健
福

祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者（
平
成
30
年

３
月
資
格
取
得
見
込
み
を
含
む
。）

【
消
防
職（
上
級
）〈
消
防
士
〉】 

・�

平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

大
学
を
卒
業（
平
成
30
年
３
月
卒
業
見

込
み
を
含
む
。）以
上
、
ま
た
は
こ
れ

と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者

・�

普
通
自
動
車
運
転
免
許（
平
成
30
年

３
月
ま
で
の
取
得
見
込
み
を
含
み
、

AT
限
定
免
許
を
除
く
。）を
有
す
る
者

・�

採
用
時
以
後
、
勤
務
地（
都
留
市
ま

た
は
道
志
村
）に
居
住
で
き
る
者

【
消
防
職（
初
級
）〈
消
防
士
〉】�

・�

平
成
５
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
12
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
高

等
学
校
を
卒
業（
平
成
30
年
３
月
卒
業

見
込
み
を
含
む
。）以
上
、
ま
た
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者

・�

普
通
自
動
車
運
転
免
許（
平
成
30
年

３
月
ま
で
の
取
得
見
込
み
を
含
み
、

AT
限
定
免
許
を
除
く
。）を
有
す
る
者

・�

採
用
時
以
後
、
勤
務
地（
都
留
市
ま

た
は
道
志
村
）に
居
住
で
き
る
者

消
防
職
受
験
資
格　

男　

性　

身
長
お
お
む
ね
１
６
０
㎝
以
上

　
　
　
　

体
重
お
お
む
ね
50
㎏
以
上

　
　
　
　

視
力
等
正
常
な
者

女　

性　

身
長
お
お
む
ね
１
５
５
㎝
以
上

　
　
　
　

体
重
お
お
む
ね
45
㎏
以
上

　
　
　
　

視
力
等
正
常
な
者

【
看
護
保
健
職（
上
級
）〈
保
健
師
〉】

・�

昭
和
53
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

保
健
師
の
免
許
を
有
す
る
者（
平
成
30

年
３
月
ま
で
に
免
許
取
得
見
込
み
を

含
む
。）

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

　

受
験
申
込
書
を
８
月
１
日（
火
）か
ら

８
月
15
日（
火
）ま
で
に
総
務
部�

総
務
課

職
員
担
当
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
受
験
案
内
は
、
７
月
３
日（
月
）か
ら

総
務
課
に
て
配
布
し
ま
す
。）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
付
期
間

は
、
８
月
１
日（
火
）～
８
月
８
日（
火
）

ま
で
で
す
。

　

申
込
方
法
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
職
員
採
用
試
験
案
内
及
び
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
し
ま
す
。

試
験
日

　

第
１
次
試
験（
筆
記
試
験
）

　
　

９
月
17
日（
日
）

　
第
２
次
試
験（
作
文
・
集
団
討
論
・

面
接
な
ど
）

（
第
１
次
試
験
合
格
者
の
み
）10
月
下
旬

　

第
３
次
試
験（
面
接
）　

11
月
上
旬

合
格
発
表　

11
月
下
旬
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後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
に
つ
い
て

　

有
効
期
限
が
平
成
30
年
７
月
31
日
ま

で
の
新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

被
保
険
者
の
お
手
元
に
は
７
月
下
旬

に
簡
易
書
留
で
郵
送
さ
れ
ま
す
。
新
し

い
被
保
険
者
証
は
お
手
元
に
届
い
た
日

か
ら
使
用
で
き
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
ま
で
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
に
未
納
が
あ
る
方
に
つ
き
ま

し
て
は
、
有
効
期
限
が
短
い
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

後期高齢者医療保険者証について
　　　　　問合先：市民課

保険年金担当

自己負担
割合

所得区分 対象要件

３割 現役並み所得者※
同一世帯に住民税課税所得が 145万円以上の
後期高齢者医療制度に加入している被保険者
がいる方

１割

一般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の方

低所得者Ⅱ
属する世帯の世帯員全員が住民税非課税であ
る方

低所得者Ⅰ
世帯員全員が住民税非課税で、各収入などか
ら必要経費・控除を差し引いた所得が 0円と
なる世帯の方

※現役並み所得者の負担区分判定基準
同一世帯に属する被保険者の所得及び収入によ
り判定します。
次の場合は、申請により「一般（１割）」の区分に
なります。
・�同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者が
２人以上で、加入者全員の収入の合計金額が
520万円未満の場合。
・�後期高齢者医療制度の加入者が１人で、収入
の合計金額が 383万円未満の場合。
・�世帯で後期高齢者医療制度に加入している被保
険者が１人で現役並み所得者の場合は、同一世
帯内の70歳～74歳の方を含めた70歳以上の方
全員の収入の合計額が520万円未満の場合。

■自己負担割合について

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
に
つ
い
て

　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
に
つ
き
ま
し
て
は
平
成
29
年
８
月

１
日
よ
り
新
し
い
も
の
と
な
り
ま
す
。

色
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
が
、
有
効
期
限

が
平
成
30
年
７
月
31
日
ま
で
の
も
の
と

な
り
ま
す
。

　

現
在
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
今
年

度
も
適
用
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、

引
き
続
き
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

現
在
交
付
を
受
け
て
い
る
の
に
新
し

い
認
定
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
世
帯

に
所
得
の
申
告
が
お
済
で
な
い
方
が
い

平
成
29
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
に
つ
い
て

　

平
成
29
年
７
月
に
平
成
29
年
度
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
が
決
定
さ
れ
ま

す
。
平
成
29
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
は
平
成
28
年
中
の
年
金
や
給
与
・

農
業
・
不
動
産
と
い
っ
た
収
入
に
基
づ

い
て
算
定
さ
れ
、
平
成
29
年
４
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
の
１
年
間
分
を
そ
れ
ぞ

れ
の
納
付
方
法
に
応
じ
た
納
期
回
数
で

除
し
た
金
額
を
各
期
ま
で
に
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

今
年
度
の
７
月
算
定
時
に
賦
課
対
象

と
な
る
被
保
険
者
の
方
は
平
成
29
年
７

月
１
日
ま
で
に
資
格
を
取
得
さ
れ
て
い

る
方
で
す
。
ま
た
７
月
以
降
の
月
に
お

い
て
、
資
格
を
取
得
し
た
被
保
険
者
の

方
へ
は
、
取
得
月
の
翌
月
に
通
知
書
な

ど
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で

は
、
２
年
に
一
度
保
険
料
率
を
見
直
す

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
平
成
29

年
度
の
保
険
料
率
は
据
え
置
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
医
療
費
が
増
大
し
て
い

く
な
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
維

持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
皆
さ
ま
か
ら

納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
が
大
切
な
財

源
と
な
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

平成28・29年度の保険料率
均等割額　40,490円
所得割率　　7.86％

保険料賦課限度額　57万円

◆保険料の算出方法
　後期高齢者医療保険料は、山梨県後期高齢者医療広域連合が定めた保険料率をも
とに、被保険者全員が個人単位で納めます。
　保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決ま
る「所得割額」の合計となります。平成29年度の所得割率は、7.86％となっています。

　

現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証
は
、
８

月
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
古
い
被
保

険
者
証
に
つ
い
て
は
個
人
情
報
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
裁
断
す
る
な
ど

し
て
廃
棄
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
は『
薄
紫
色
』と
な
り
ま
す
。

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

認
定
証
は
被
保
険
者
証
と
は
別
の
封

筒
で
、
7
月
下
旬
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

◆賦課限度額
　平成29年度保険料賦課限度額は、どんなに所得の高い方でも年57万円が上限となります。

保険料
均等割額
40,490円

所得割額
（所得－33万円）×7.86％

＝ ＋

軽減
割合

均等割額にかかる軽減の基準 軽減額
軽減後
均等割額

9割
軽減

8.5割軽減に該当する場合に、その世帯の被保険
者全員に年金収入以外の所得がなく、年金収入
80万円以下の世帯

36,441円 4,049円

8.5割
軽減

総所得金額等の合計額が基礎控除額33万円以下
の世帯

34,416円 6,074円

5割
軽減

総所得金額等の合計額が基礎控除額33万円＋
（27万円×被保険者数）以下の世帯

20,245円 20,245円

2割
軽減

総所得金額等の合計額が基礎控除額33万円＋
（49万円×被保険者数）以下の世帯

8,098円 32,392円

納
付
方
法
に
つ
い
て
　

◆
特
別
徴
収

　

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
直
接
天

引
き
）に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
方

に
は
、
７
月
中
旬
に
保
険
料
決
定
通

知
書
及
び
納
入
通
知
書
が
送
付
さ

れ
、
10
、
12
月
、
翌
年
２
月
に
天
引

き
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
４
、６
、８
月
の
特
別
徴
収
額

に
つ
い
て
は
、
保
険
料
決
定
前
で
あ

る
た
め
前
年
度
２
月
分
と
同
額
が
仮

徴
収
額
と
し
て
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
既
に
仮
徴
収
さ
れ
て

い
る
方
は
、
本
算
定
さ
れ
た
年
額
か

ら
４
、６
、８
月
に
納
め
て
い
た
だ
い

た
金
額
を
控
除
し
た
差
額
が
10
、
12

月
、
翌
年
２
月
の
３
回
に
分
け
て
天

引
き
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
昨
年
８
・
５
割
軽
減
や
所
得

割
５
割
軽
減
な
ど
に
該
当
、
あ
る
い

は
年
度
の
中
途
で
保
険
料
の
変
更
な

ど
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
特
別
徴

収
か
ら
普
通
徴
収
に
納
付
方
法
が
変

更
と
な
っ
た
方
で
、
本
年
10
月
よ
り

再
度
特
別
徴
収
と
な
る
方
に
つ
い
て

は
、
７
、８
、９
月
を
普
通
徴
収
、
10

月
以
降
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
る

年
６
回
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
普
通
徴
収

　

普
通
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ

く
方（
納
入
通
知
書
等
に
よ
り
直
接

金
融
機
関
等
で
納
め
る
方
、
あ
る
い

は
口
座
振
替
を
申
請
さ
れ
た
方
）に

保
険
料
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て

平
成
29
年
度
の
保
険
料
の
軽
減
判
定

基
準
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

◆
均
等
割
軽
減

　
（
均
等
割
額
４
０
、４
９
０
円
）

　

同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
及
び
世

帯
主
の
総
所
得
金
額
な
ど
が
下
記
に

該
当
す
る
世
帯
の
被
保
険
者
は
、
均

等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

◆
所
得
割
軽
減《
所
得
割
額（
所
得
―

33
万
円
）×
７
・
86
％
》

　

同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
お
よ
び

世
帯
主
の
総
所
得
金
額
等
が
、
58
万

円
を
越
え
な
い
被
保
険
者
に
つ
い
て

は
、
所
得
割
額
が
一
律
２
割
軽
減
さ

れ
ま
す
。

※
平
成
28
年
度
ま
で
は
特
例
的
に
５

割
軽
減
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
29
年

度
は
２
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

◆
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
者
に
対
す
る
７
割
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
資
格
を

取
得
す
る
前
日
に
被
用
者
保
険
の
被

扶
養
者
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
所
得

割
額
は
課
せ
ら
れ
ず
、
均
等
割
額
は

７
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
平
成
28
年
度
ま
で
は
特
例
的
に
９

割
軽
減
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
29
年

度
は
７
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
世
帯
の
所
得
が
低
い
方

は
均
等
割
の
軽
減（
９
割
、
８
・
５
割

軽
減
）が
受
け
ら
れ
ま
す
。

は
、
７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通

知
書
及
び
納
入
通
知
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
。
納
期
は
年
８
回（
７
月
か
ら

翌
年
２
月
ま
で
の
毎
月
）と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
方
に
つ
い
て
は
毎
月

末
日（
土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は
翌

営
業
日
）に
口
座
よ
り
引
き
落
と
し

さ
れ
ま
す
。
期
日
を
ご
確
認
の
う
え

納
め
忘
れ
や
残
高
不
足
の
な
い
よ
う

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
各
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な

い
場
合
に
は
、
翌
月
20
日
頃
に
督
促

状
が
お
手
元
に
届
き
、
督
促
料
や
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

防犯カメラ設置補助制度について
問合先：地域環境課

地域振興担当
　

安
心
・
安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く

り
の
実
現
を
図
る
た
め
、
犯
罪
の
予
防

な
ど
を
目
的
に
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を

行
う
地
域
団
体
等
に
対
し
、
そ
の
設
置

費
用
の
一
部
を
補
助
い
た
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
団
体

　

自
治
会
、
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
な
ど

の
地
域
団
体
等

補
助
要
件

　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
配
慮
し
た

運
用
で
あ
る
こ
と

補
助
金
額
な
ど

　

防
犯
カ
メ
ラ
等
設
置
費
用
の
１
／
２

を
補
助（
１
台
に
つ
き
15
万
円
を
上
限
）

※
設
置
後
の
維
持
、
管
理
費
に
つ
い
て

は
補
助
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

■
平
成
28
年
度
は
、
楽
山
自
治
会
で

２
台
の
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
ま

し
た
。

※公的年金を受給されている方は、判定時に 15万円が控除されます。
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限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受

け
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
医
療

費
の
窓
口
負
担
が
自
己
負
担
限
度
額

（
※
詳
細
は
70
歳
未
満
適
用
区
分
表
）

ま
で
の
支
払
い
で
済
み
、
一
時
的
な

費
用
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

①�
70
歳
未
満
で
都
留
市
の
国
民
健
康
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

②�
70
歳
以
上
74
歳
以
下
の
住
民
税
非
課

税
世
帯
で
都
留
市
の
国
民
健
康
保
険

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

※
70
歳
以
上
74
歳
以
下
の
住
民
税
課

税
世
帯
の
方
は
高
齢
受
給
者
証
を
提

示
す
る
こ
と
で
、
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
の
支
払
い
と
な
る
た
め
、
申
請

は
不
要
で
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　

保
険
証
、
印
鑑

※
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
は
該
当
の
保
険
者
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る
方

は
限
度
額
適
用
認
定
証
の
発
行
が
原
則

出
来
ま
せ
ん
。

　

す
で
に
限
度
額
適
用
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
に
は
、
７
月
上
旬
頃
に
更
新
の
案

内
を
通
知
し
ま
す
。
更
新
を
希
望
さ
れ

る
方
は
申
請
書
、
減
額
対
象
者
の
保
険

証
、
印
鑑
を
お
持
ち
に
な
り
、
市
民
課

保
険
年
金
担
当
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
は
申
請
月
の
１

日
か
ら
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。（
更

新
の
方
は
７
月
中
の
申
請
で
も
８
月
か

ら
使
用
で
き
る
証
を
交
付
し
ま
す
）

医療費限度額適用認定証をご存じですか？
　　　　　問合先：市民課

保険年金担当

◆
自
己
負
担
額
の
計
算
条
件
◆

①
暦
月（
１
日
～
末
日
）ご
と
の
計
算

②�

同
じ
医
療
機
関
で
も
外
来
と
入
院
、

医
科
と
歯
科
は
別
計
算

③�

２
つ
以
上
の
医
療
機
関
に
か
か
っ
た

場
合
は
別
計
算

④�

入
院
時
の
食
事
代
や
保
険
外
診
療
な

ど
に
つ
い
て
は
対
象
外

区
分

所得要件
自己負担限度額

3回目まで 4回目以降※1

ア
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
901万円を越える世帯の方

252,600円＋ (総医療費－
842,000円 ) ×1％

140,100円

イ
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
600万円超～ 901万円以下の世帯の方

167,400円＋ (総医療費－
558,000円 ) ×1％

93,000円

ウ
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
210万円超～ 600万円以下の世帯の方

80,100円＋ (総医療費－
267,000円 ) ×1％

44,400円

エ
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
210万円以下の世帯の方

57,600円 44,400円

オ 住民税非課税世帯の方 35,400円 24,600円

区分 所得要件
自己負担限度額

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役
並み
所得

同一世帯に住民税課税所得が 145万円以
上の 70 ～ 74歳の国保被保険者がいる方

44,400円
80,100円 +( 総医療費
-267,000円 ) ×1％

　【多数該当】44,400円※1

一般
現役並み所得者、低所得Ⅱ、低所得Ⅰ以
外の方

12,000円 44,400円

低所
得Ⅱ

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民
税非課税の方

8,000円

24,600円

低所
得Ⅰ

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が
住民税非課税で所得の合計額が 0円の方

15,000円

■70歳未満　適用区分表

■70歳以上　適用区分表（平成29年7月診療分まで）

※１�　過去12カ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額です。

◆
70
歳
以
上

　

平
成
29
年
８
月
診
療
分
か
ら
70
～
74

歳
の
方
の
医
療
費（
高
額
療
養
費
）の
自

己
負
担
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
予

定
で
す
。

　

自
己
負
担
限
度
額
は
世
帯
の
所
得
に

応
じ
て
適
用
区
分
が
決
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
今
回
70
～
74
歳
の
方
の
自
己
負
担

額
が
見
直
さ
れ
、
左
表
の
と
お
り
現
役

※１　過去12カ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が 4回以上あった場合の 4回目以降の限度額です。
※２　�平成29年8月診療分から平成30年7月診療分の1年間の自己負担限度額の累計額に対して適用されます。

■70歳以上　適用区分表（平成29年8月診療分から）

平成29年度国民健康保険税の改正について
問合先：届出関係 市民課 保険年金担当

課税関係 税務課 　市民税担当

軽減対象
世帯

変更前 変更後

７割
軽減世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の合
計額が、基準額33万円を超えない世帯

変更なし

５割
軽減世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の合
計額が、基準額33万円＋26.5万円×（被保険者数＋特定同
一世帯所属者数※）を超えない世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の
合計額が、基準額33万円＋27万円×（被保険者数＋特定
同一世帯所属者数※）を超えない世帯

２割
軽減世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の合
計額が、基準額33万円＋48万円×（被保険者数＋特定同一
世帯所属者数※）を超えない世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の
合計額が、基準額33万円＋49万円×（被保険者数＋特定
同一世帯所属者数※）を超えない世帯

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者

は
世
帯
主
で
す
！

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯
主

に
課
税
さ
れ
、
世
帯
主
が
納
税
義

務
者
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

世
帯
主
が
社
会
保
険
な
ど
に
加
入

し
て
い
る
場
合
や
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
で

も
、
他
の
世
帯
員（
家
族
）が
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、

世
帯
主
あ
て
に
納
税
通
知
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
。

所
得
の
申
告
は
忘
れ
ず
に
！

　

国
民
健
康
保
険
税
の
決
定
や
軽

減
判
定
、
ま
た
入
院
時
の
食
事

代
、
高
額
療
養
費
の
算
定
な
ど
に

は
世
帯
の
所
得
情
報
が
必
要
で

す
。
収
入
が
な
い
場
合
な
ど
で
も

忘
れ
ず
所
得
の
申
告
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

※特定同一世帯所属者：�国民健康保険被保険者が 75歳到達により、国保資格を喪失した者で、資格を喪失した日の前日以後
　　　　　　　　　　　継続して同一の世帯に属するものをいう。

低所得者の保険税軽減措置の拡充

国民年金の保険料免除制度があります
　　　　　問合先：日本年金機構 大月年金事務所

市民課 保険年金担当
　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全

額
ま
た
は
一
部
の
納
付
が
免
除
・
猶

予
さ
れ
る『
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
制
度
』が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
・
納
付
猶
予
制
度
を
利
用
す

る
に
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主

そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
度
所
得
が
一
定
額

以
下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま

す
。

　

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
は

所
得
に
応
じ
４
段
階
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
免
除
・
猶
予
の
種
類
、
納
付
額
、

年
金
支
給
率
、
審
査
基
準
と
な
る
前

年
の
所
得
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に『
学
生
納
付

特
例
制
度
』な
ど
が
あ
り
ま
す
。

免除の
種類

納付額（H29保険料
月額16,490円）

年金
支給率

免除審査の基準となる前年の所得の目安

全額もしくは
納付猶予

0円 1/2 　（扶養親族等の数 +1）×35万円 +22万円

4分の 3 4,120円 5/8 　 78万円 +扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等

半額 8,250円 6/8 　118万円 +扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等

4分の 1 12,370円 7/8 　158万円 +扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等

◎�申請時点から２年１カ月前までの期間について、さかのぼっ
て免除などを申請できます。
◎�10年以内であれば免除期間の保険料をさかのぼって追納し、
免除されたことで少なくなった、将来受け取る年金額を増
やすことができます。
◎�一部免除の期間中、必要な保険料を納めないと『未納』とみ
なされ、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合に、
年金を受け取ることができなくなったり、年金額が減る場
合がありますのでご注意ください。

区分 所得要件
自己負担限度額

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役
並み
所得

同一世帯に住民税課税所得が 145万円以
上の 70 ～ 74歳の国保被保険者がいる方

57,600円
80,100円 +( 総医療費
-267,000円 ) ×1％

　【多数該当】44,400円※1

一般
現役並み所得者、低所得Ⅱ、低所得Ⅰ以
外の方

14,000円【年間上限
額：144,000円】※2

57,600円
【多数該当：44,400円】※1

低所
得Ⅱ

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民
税非課税の方

8,000円

24,600円

低所
得Ⅰ

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が
住民税非課税で所得の合計額が 0円の方

15,000円

並
み
所
得
者
と
一
般
世
帯
の
そ
れ
ぞ
れ

の
自
己
負
担
限
度
額
が
変
更
と
な
る
予

定
で
す
。

　

70
～
74
歳
の
非
課
税
世
帯
、
70
歳
未

満
の
方
の
自
己
負
担
限
度
額
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
ま
ま
据
え
置
き
で
す
。
ま

た
、
平
成
30
年
度
に
は
所
得
区
分
を
含

め
た
見
直
し
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

８月から限度額が

変更となる予定です
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施
設
利
用
者
負
担
額
軽
減
制
度

　

所
得
の
低
い
方
は
、
介
護
保
険
３
施

設（
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人

保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
）

や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る
際

に
、
食
費
・
部
屋
代
が
負
担
軽
減
さ
れ

ま
す
。

　

利
用
者
負
担
段
階
は
、
所
得
の
状
況

な
ど
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

注
）　
左
の
表
は
負
担
段
階
を
判
断
す

る
も
の
で
す
。
対
象
と
な
る
条
件
は
別

に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

介護における各種負担額軽減制度のお知らせ！
　　　　　問合先：長寿介護課

介護保険担当

負担段階 負担段階判定基準 負担上限の例

第1段階
・生活保護受給者の方
・�老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

多床室　��0円
食費　　300円

第2段階
・�世帯※1全員が住民税非課税であって、課税年金
収入額と合計所得金額※2と非課税年金収入額の
合計が 80万円以下の方

多床室　370円
食費　　390円

第3段階
・�世帯全員が住民税非課税であって、課税年金収
入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計
が 80万円を超える方

多床室　370円
食費　　650円

第4段階 ・上記に該当しない方 各施設が定める額

※1　「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※2　�「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除

した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額

助
成
・
負
担
額
軽
減
制
度

　

生
計
が
困
難
と
判
定
さ
れ
る
方
が
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
、

介
護
サ
ー
ビ
ス（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

を
含
む
）区
分
に
応
じ
て
利
用
者
負
担

な
ど
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

各
利
用
者
負
担
額
軽
減
制
度
の
利
用

に
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

担
当
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

負
担
割
合
証
を
お
送
り
し
ま
す
！

　

要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い

る
す
べ
て
の
方
に
交
付
さ
れ
て
い
る
負

担
割
合
証
は
、
平
成
29
年
７
月
31
日
で

有
効
期
限
が
終
了
し
ま
す
の
で
、
７
月

末
ま
で
に
新
し
い
負
担
割
合
証
を
交
付

し
ま
す
。

　

こ
の
負
担
割
合
証
の
有
効
期
間
は
平

成
29
年
８
月
１
日
～
平
成
30
年
７
月
31

日
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
送
付
先
は
、

基
本
的
に
介
護
保
険
被
保
険
者
証
に
記

載
さ
れ
た
住
所
宛
と
な
り
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

所得要件 利用者負担割合

合計所得金額※1が 160万円未満の方 １割

合計所得金額が
160万円以上の方

同一世帯※2の第1号被保険者の年金
収入とその他の合計所得金額※3

1人世帯：280万円未満
2人以上世帯：346万円未満

１割

上記以外の方 ２割

※1　�「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費
を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいい
ます。

※2　「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※3　�「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた

所得金額をいいます。

　

な
お
、
現
在
お
使
い
の
負
担
割
合
証

は
、
８
月
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
古

い
負
担
割
合
証
に
つ
い
て
は
個
人
情
報

の
記
載
が
あ
り
ま
す
の
で
、
返
却
し
て

い
た
だ
く
か
、
裁
断
す
る
な
ど
し
て
破

棄
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

該当要件（下表の 1～ 6のすべてに該当されている方が対象）

１ 世帯※1全員が市民税非課税

２
単身世帯で課税年金収入額と合計所得金額※2と非課税年金収入額の合計が150万円以下

（世帯員1人増える毎に+50万円）

３ 預貯金等の額が単身世帯で 350万円（世帯員1人増える毎に +100万円）以下

４ 自己居住用住居などの日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない

５ 負担能力ある親族等に扶養されていない

６ 介護保険料を滞納していない

※1　「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※2　�「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した

後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。

福
祉
用
具
購
入
前
に
ご
相
談
を
！

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
基
本
的
に
福

祉
用
具
は
レ
ン
タ
ル
に
よ
り
利
用
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
入
浴
や
排
せ
つ

な
ど
に
用
い
る
用
具
で
レ
ン
タ
ル
に
馴

染
ま
な
い
福
祉
用
具
は
、
一
部
の
負
担

で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

福
祉
用
具
の
購
入
に
か
か
っ
た
費
用

は
い
っ
た
ん
全
額
負
担
し
て
い
た
だ

き
、
申
請
に
よ
り
対
象
額
の
8
割
ま
た

は
9
割
相
当
分
を
後
日
給
付
し
ま
す

が
、
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
購
入
す

る
前
に
必
ず
担
当
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

な
ど
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

主
な
条
件

①�

要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
お

り
、
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
こ
と

②�

各
都
道
府
県
が
指
定
す
る
販
売
事
業

者
か
ら
購
入
し
て
い
る
こ
と

③�

ケ
ア
プ
ラ
ン
に
福
祉
用
具
購
入
が
組

み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

④�

原
則
と
し
て
、
過
去
に
同
じ
種
類
の

福
祉
用
具
を
購
入
し
て
い
な
い
こ
と

在宅高齢者デイサービスセンターの指定管理者の募集について
問合先：福祉課

施設担当
　

都
留
市
在
宅
高
齢
者
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
を
平
成
18
年
度
よ
り
指

定
管
理
制
度
を
導
入
し
管
理
し
て
お

り
ま
す
が
、
平
成
30
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
同
セ
ン
タ
ー
の
第
４
期
目
の

指
定
期
間
が
満
了
と
な
る
た
め『
都

留
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
条

例
』及
び『
都
留
市
公
の
施
設
の
指
定

管
理
者
の
指
定
の
手
続
き
等
に
関
す

る
条
例
』に
基
づ
き
、
平
成
30
年
度

以
降
も
引
き
続
き
施
設
の
管
理
を
代

行
で
き
る
指
定
管
理
者
を
募
集
い
た

し
ま
す
。

施
設
の
概
要

名
　
称　

都
留
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

　
　
　
　

セ
ン
タ
ー

所
在
地　

都
留
市
下
谷

２
５
１
６
番
地
１

（
都
留
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
内
）

規
　
模　

�

延
床
面
積　

６
４
９
㎡

（
セ
ン
タ
ー
部
分
の
み
）

※
都
留
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
の

複
合
施
設（
地
下
１
階
の
セ
ン
タ
ー

部
分
の
占
用
使
用
、
機
械
室
は
、
除

く
。）

構
　
造　

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造　

地
上
３
階
、
地
下
１
階

※
１
階
～
３
階　

都
留
市
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
部
分

施
　
設　

指
導
員
事
務
室
、
食
堂
・

デ
イ
ル
ー
ム
、
作
業
及
び
日
常
動
作

訓
練
室
、
機
能
回
復
訓
練
室
、
厨
房
、

脱
衣
室
、
機
械
浴
室
、
浴
室
、
エ
ン

ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
等

利
用
定
員　

35
名（
提
案
に
よ
り
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

応
募
資
格（
抜
粋
）

　

セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
に
応
募

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

法
人
と
し
ま
す
。

①
市
内
に
事
業
所
ま
た
は
事
務
所

を
有
す
る
社
会
福
祉
法
人
で
あ
る

こ
と
。

②
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
よ

る
通
所
介
護
の
指
定
を
受
け
て
い

る
こ
と
。

③
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
基

づ
く
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
基
準
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

他
数
件
の
応
募
資
格
必
要

募
集
、
選
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

①
募
集
要
項
の
配
布　

　

７
月
７
日（
金
）～
７
月
21
日（
金
）

②
申
請
書
類
の
受
付
期
間

　

７
月
31
日（
月
）～
８
月
18
日（
金
）

※
配
布
、
受
付
は
土
曜
、
日
曜
、
祝

日
を
除
く
８
時
30
分
～
17
時
15
分

③
審
査　

９
月
～
10
月

④
選
定
結
果
の
通
知　
　
　

11
月
中

募
集
要
項
配
布
・
質
疑
受
付
・
申
請

書
類
提
出
・
問
合
先

福
祉
課�

施
設
担
当

都
留
市
下
谷
２
５
１
６
番
地
１

☎（
46
）５
１
１
２　

内
線
１
１
０

Ｆ
Ａ
Ｘ（
46
）５
１
１
９

健康ジムの指定管理者の募集について
問合先：生涯学習課
スポーツ振興担当

　

市
民
に
日
常
的
な
運
動
機
会
及
び

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
を
提
供
す
る
と

と
も
に
、
生
涯
を
通
じ
て
の
健
や
か

で
い
き
い
き
と
し
た
市
民
生
活
の
実

現
の
た
め
に
都
留
市
健
康
ジ
ム
を
設

置
す
る
に
あ
た
り
、『
都
留
市
健
康

ジ
ム
条
例
』及
び『
都
留
市
公
の
施
設

の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
き
等

に
関
す
る
条
例
』に
基
づ
き
、
施
設

の
管
理
を
代
行
で
き
る
指
定
管
理
者

を
募
集
い
た
し
ま
す
。

施
設
の
概
要

名
　
称　

都
留
市
健
康
ジ
ム

所
在
地　

都
留
市
中
央
三
丁
目
９
番

３
号（
都
留
市
ふ
る
さ
と
会
館
１
階
）

指
定
期
間

　

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
35

年
３
月
31
日
ま
で（
５
年
間
）

応
募
資
格

　

公
共
施
設
の
管
理
・
運
営
の
実
績

を
有
し
、
安
定
し
た
管
理
運
営
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
法
人
ま
た
は
そ
の

他
の
団
体

業
務
の
概
要

　

施
設
の
利
用
許
可
及
び
運
営
及
び

施
設
や
設
備
の
維
持
管
理
ほ
か

募
集
、
選
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

①
募
集
要
項
の
配
布　

　

７
月
18
日（
火
）～
７
月
28
日（
金
）

②
申
請
書
類
の
受
付
期
間

　

８
月
９
日（
水
）～
８
月
21
日（
月
）

※
配
布
、
受
付
は
土
曜
、
日
曜
、
祝

日
を
除
く
８
時
30
分
～
17
時
15
分

③
現
地
説
明
会　

８
月
２
日（
水
）

④
審
査　

９
月
～
10
月

⑤
選
定
結
果
の
通
知　
　
　

11
月
中

募
集
要
項
配
布
・
質
疑
受
付
・
申
請

書
類
提
出
・
問
合
先

生
涯
学
習
課�

ス
ポ
ー
ツ
振
興
担
当

都
留
市
上
谷
１
―
１
―
１

☎（
43
）１
１
１
１　

内
線
２
１
６■イメージ写真
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６
月
１
日（
木
）、
販
売
の
再
開

と
水
道
週
間
の
Ｐ
Ｒ
を
合
わ
せ
て
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
水『
平
成
の
名
水
百

選　

つ
る
の
水
物
語　

熊
太
郎
の
大

好
物
』を
道
の
駅
つ
る
と
富
士
急
行

線
都
留
文
科
大
学
前
駅
で
無
料
配
布

し
ま
し
た
。

　

こ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
水
は
、
昨
年

５
月
に
発
生
し
ま
し
た
市
営
第
一
水

源（
熊
太
郎
水
源
）へ
の
揮
発
性
有
機

化
合
物
の
混
入
に
よ
り
一
時
販
売
を

中
止
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
年
、

安
全
が
確
認
さ
れ
た
た
め
５
月
10
日

か
ら
販
売
を
再
開
し
て
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
、
道

の
駅
つ
る
、
芭
蕉
月
待
ち
の
湯
、
都

留
市
役
所 

購
買
部
な
ど
で
購
入
で

き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

平成の名水百選 つるの水物語熊太郎の大好物」を無料配布しました！
　　　　　

問合先：上下水道課

水道料金は納付期限までに納めましょう！
問合先：上下水道課

水道管理担当

皆
さ
ま
か
ら
の
水
道
料
金
で

運
営
さ
れ
て
い
ま
す

　

配
水
管
の
修
繕
、
施
設
の
維
持

管
理
、
配
水
管
の
布
設
替
工
事
な

ど
に
か
か
る
費
用
は
、
皆
さ
ま
か

ら
い
た
だ
く
水
道
料
金
で
ま
か

な
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
公
平
に
お
支
払
い
い
た

だ
く
た
め
に
、
き
め
細
か
な
未
納
対

策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

未
納
対
策
の
実
施

　

水
道
料
金
の
未
納
者
に
は
、
督
促

状
・
催
告
書
の
送
付
、
電
話
・
訪
問

催
告
な
ど
に
よ
り
納
入
を
促
し
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
支
払
い
が
な
い

場
合
に
は
、
給
水
停
止
予
告
書
を
送

付
し
、
法
令
な
ど
に
基
づ
き
給
水
停

止
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
給
水
停
止

後
も
納
付
及
び
連
絡
が
な
い
場
合

は
、
給
水
契
約
の
解
除
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

水
道
料
金
が
滞
ら
な
い
よ
う
に
納

付
期
限
内
の
納
入
を
お
願
い
し
ま

す
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
！ 

　

こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に

も
、
納
入
に
便
利
な
口
座
振
替
の
ご

利
用
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
ご
利
用
は
、
預
金

通
帳（
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の
）、

印
鑑（
通
帳
届
出
印
）
及
び
水
道
料

金
の
領
収
書
ま
た
は
使
用
水
量
等

の
お
知
ら
せ（
お
客
様
番
号
が
わ

か
る
も
の
）
を
ご
持
参
の
う
え
、

お
取
引
先
の
取
扱
金
融
機
関
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

納入通知書

口座振替

納
付
期
限

再
振
替
不
能

督
促
状

催
告
書

給
水
停
止
予
告
書

給
水
停
止

契
約
解
除

電
話

訪
問

■給水停止及び契約解除の流れ

取
扱
金
融
機
関

・
山
梨
中
央
銀
行 

・
山
梨
信
用
金
庫

・
都
留
信
用
組
合

・
山
梨
県
民
信
用
組
合

・
ク
レ
イ
ン
農
業
協
同
組
合

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

　

平
成
29
年
８
月
か
ら
、
世
帯
の
ど
な
た
か
が

市
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
負
担
の
上
限

が
３
７
、２
０
０
円（
月
額
）か
ら
４
４
、４
０
０

円（
月
額
）に
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
同
じ
世
帯
の
す
べ
て
の
65
歳
以
上

の
方（
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
方
を
含

む
。）の
利
用
者
負
担
割
合
が
１
割
の
世
帯
は
、

年
間
を
通
し
て
の
負
担
額
が
増
え
な
い
よ
う
、

年
間
４
４
６
、４
０
０
円（
３
７
、２
０
０
円
×

12
カ
月
）の
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
す
。（
３
年
間

の
時
限
措
置
）

高額介護サービス費（月々の負担額の上限）の基準が変わります！
　　　　　問合先：長寿介護課

介護保険担当

対象となる方
平成29年7月までの
負担の上限（月額）

平成29年8月からの
負担の上限（月額）

現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方※１ 44,400円（世帯）※2 44,400円（世帯）

世帯のどなたかが市民税を課税されている方 37,200円（世帯）
44,400円（世帯）

＜改正＞

世帯の全員が市民税を課税されていない方 24,600円（世帯） 24,600円（世帯）

前年の課税年金収入額とその他の合計所
得金額の合計が年間80万円以下の方等

24,600円（世帯）
15,000円（個人）※2 15,000円（個人）

生活保護を受給している方等 15,000円（個人） 15,000円（個人）

都留市民プール開場・子ども水泳教室開催のお知らせ
問合先：生涯学習課
スポーツ振興担当

　

都
留
市
民
プ
ー
ル
を
次
の
日
程
に

よ
り
開
場
し
ま
す
。

期
　
間　

　

７
月
21
日（
金
）～
８
月
22
日（
火
）

時
　
間　

10
時
～
12
時
、
13
時
～
17
時

休
場
日　

毎
週
月
曜
日

※
７
月
25
日（
火
）～
28
日（
金
）は
午

後
お
休
み
と
な
り
ま
す

※
監
視
員
の
指
示
に
よ
り
休
憩
時
間

を
取
っ
て
い
た
だ
き
ま
す

料
　
金　

小
学
生
以
下　

１
０
０
円

　
　
　
　

中
学
生
以
上　

２
１
０
円

※
午
前
、
午
後
は
別
料
金
と
な
り

ま
す
。

子
ど
も
水
泳
教
室

　

夏
休
み
期
間
中
に
一
人
で
も
多
く

の
子
ど
も
に
水
泳
に
慣
れ
親
し
ん
で

い
た
だ
く
た
め
、
水
泳
教
室
を
開
催

し
ま
す
。
泳
げ
な
く
て
も
だ
い
じ
ょ
う

ぶ
！
熟
練
し
た
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

が
基
礎
か
ら
丁
寧
に
指
導
し
ま
す
。

期
　
間

　
７
月
25
日（
火
）～
28
日（
金
）

時
　
間
　
13
時
～
14
時
30
分

場
　
所
　
市
民
プ
ー
ル

対
象
者
　
小
学
校
２
年
生
～
６
年
生

定
　
員
　
40
名

内
　
容

　

25
ｍ
を
ク
ロ
ー
ル
で
泳
ぐ
こ
と
を

目
標
に
、
水
な
れ
・
け
の
び
・
板
な

し
キ
ッ
ク
・
ク
ロ
ー
ル
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
、
段
階
的

な
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

教
室
最
終
日
に
は
、
小
学
校
高
学

年
を
対
象
と
し
て
、
水
難
事
故
か
ら

身
を
守
る
た
め
の『
浮
い
て
待
て
！

命
を
守
る
着
衣
泳
』講
習
を
予
定
し

て
お
り
ま
す
。

　

も
し
も
不
意
に
海
や
川
に
落
ち
た

時
の
た
め
、
靴
を
は
い
た
ま
ま
、
服

を
着
た
ま
ま
で
水
に
浮
い
て
救
助
を

待
つ
着
衣
泳
を
体
験
し
ま
し
ょ
う
。

　

熟
練
し
た
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
が

や
さ
し
く
浮
け
る
よ
う
に
指
導
し
ま

す
。

参
加
料　

１
、０
０
０
円

　
　
　
　
（
保
険
代
な
ど
）

※１�　「現役並み所得者に相当する方がいる世帯」とは、世帯内に課税所得145万円以上の被保険者
がおり、さらに世帯内の第１号被保険者の収入の合計額が 520万円（単身世帯の場合は 383万
円）以上の世帯を指します。

※２�　「世帯」は、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上
限額を指し、「個人」は、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

■『
平
成
の
名
水
百
選　

つ
る
の
水
物
語　

熊
太
郎
の
大
好
物
』　

　

５
０
０
㎖　

１
０
０
円（
税
込
）
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健康寿命をのばして、健康長寿に！
　　　　　問合先：福祉課 地域福祉担当

☎（46）5112

　

さ
わ
や
か
教
室

　

月
１
回（
年
９
回
）、
筋
力
を
維
持

す
る
た
め
の
体
操
や
簡
単
な
脳
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
を
学
び
、
そ
れ
を

日
頃
の
生
活
に
積
極
的
に
取
り
入

れ
、
元
気
で
は
つ
ら
つ
と
し
た
毎
日

を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

申
込
期
間　

８
月
４
日（
金
）ま
で

　

※
土
日
祝
日
は
除
く

定　

員　

各
コ
ー
ス
30
名

　

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
切
り

参
加
費　

１
回
４
０
０
円

※
送
迎
を
希
望
す
る
方
は
送
迎
料
金

と
し
て
１
回
に
つ
き
２
０
０
円
追
加

さ
れ
ま
す
。

対
象
条
件　

介
護
認
定
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。
医
師
か
ら
運
動
制
限
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
。　

コース いきいきプラザ都留
会場

まちづくり交流
センター会場

時　間 10時～ 11時30分 10時～ 11時30分

日　程
（水曜日
開催）

7月5日、8月2日
9月6日、10月4日
11月1日、12月6日
1月10日、3月7日

7月12日、8月9日
9月20日、10月25日
11月8日、12月13日
1月17日、3月14日

講　師 健康運動指導士、理学療法士、保健師など

※講師の都合により日程が変更になる場合があります。

　

は
つ
ら
つ
教
室

　

週
１
回
の
頻
度
で
12
回
で
１
コ
ー

ス
の
教
室
で
す
。
教
室
で
運
動
方
法

を
学
び
、
自
宅
で
も
取
り
組
み
習
慣

化
す
る
こ
と
で
、
心
身
の
低
下
を
防

ぎ
、
元
気
で
は
つ
ら
つ
と
し
た
生
活

を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

申
込
期
間　

８
月
４
日（
金
）ま
で

　

※
土
日
祝
日
は
除
く 

実
施
期
間　

９
月
末
頃
〜
12
月

定　

員　

１
コ
ー
ス
15
名

　

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
切
り

参
加
費

　

コ
ー
ス
を
通
じ
て
７
０
０
円

　

※
送
迎
を
希
望
す
る
方
は
送
迎
料

金
と
し
て
１
回
に
つ
き
２
０
０
円
追

加
さ
れ
ま
す
。

教
室
会
場　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留

持
ち
物　

タ
オ
ル
、
飲
み
物
、
運
動

し
や
す
い
靴

　

本
市
で
は
、
65
歳
以
上
の
方
を
対

象
に
、
心
身
と
も
に『
元
気
で
は
つ

ら
つ
と
し
た
生
活
』を
で
き
る
だ
け

長
く
維
持
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

自
分
で
で
き
る
毎
日
の
健
康
づ
く

り
、
み
ん
な
と
で
き
る
地
域
で
の
健

康
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
み
ま

し
ょ
う
。

よ
み
き
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
ひ
び
き
の
会
」の
読
み
聞
か
せ

日　

時　

７
月
８
日（
土
）14
時
〜

場　

所　

市
立
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内　

容　

み
ん
な
が
選
ん
だ
絵
本
や
紙
芝
居
を

読
み
ま
す
。

こ
ぐ
ま
ク
ラ
ブ
の

「
こ
ぐ
ま
の
ち
い
さ
な
お
は
な
し
会
」

日　

時　

７
月
21
日（
金
）10
時
30
分
〜

場　

所　

市
立
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内　

容　

乳
児
か
ら
未
就
園
児
の
親
子
を
対
象

に
読
み
聞
か
せ
や
手
遊
び
を
し
ま
す
。

こ
ぶ
た
の
会
の「
ワ
ク
ワ
ク
」お
は
な
し
会

日　

時　

７
月
22
日（
土
）10
時
30
分
〜

場　

所　

市
立
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内　

容　

楽
し
い
お
話
や
歌
、
手
遊
び
を
し

ま
す
。

ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
＆
マ
ッ
サ
ー
ジ

　

そ
の
ほ
か
、
工
作
を
行
い
ま
す
。

日　

時　

７
月
19
日（
水
）10
時
30
分
〜

場　

所　

ま
ち
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
１
階
和
室

対　

象　

２
カ
月
〜
１
歳
く
ら
い（
要
予
約
）

参
加
費　

２
０
０
円

持
ち
物　

バ
ス
タ
オ
ル
、
あ
か
ち
ゃ
ん
の
お
で

か
け
グ
ッ
ズ

問
合
先　

サ
ー
ク
ル
バ
ン
ビ
ィ　

友
野

　

☎
０
９
０（
７
７
１
０
）２
３
８
９

子
育
て
応
援
サ
ー
ク
ル「
ベ
ビ
タ
ス
マ
マ
タ
ス
」

第
２
回
べ
ビ
マ
マ「
夏
が
来
た
！
」

　

夏
の
楽
し
い
遊
び
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
ゆ

か
た
、
じ
ん
べ
い
で
も
参
加
可
能
。
家
族
み
ん

な
で
遊
び
に
来
て
下
さ
い
。　
　
　
　
　
　

日　

時　

７
月
10
日（
月
）10
時
〜
12
時

場　

所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
３
階
研
修
室

参
加
費　

子
ど
も
一
人
３
０
０
円（
保
険
付
）

定　

員　

30
組
程
度（
未
就
園
児
と
そ
の
家
族
）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
。申
込
は
お
早
め
に
！

申
込
・
問
合
先　

ベ
ビ
タ
ス
マ
マ
タ
ス
事
務
局

小
林　

☎
０
７
０（
４
０
６
４
）８
１
８
１

お
外
で
遊
ぶ
親
子
の
会「
は
ね
こ
っ
こ
」

　

ど
ん
な
天
気
の
日
で
も
、
各
地
か
ら
き
た
親

子
が
集
ま
り
外
で
遊
ん
で
い
ま
す
。

　

自
然
の
中
で
何
を
す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら
な

い
方
、
語
り
合
え
る
仲
間
が
欲
し
い
方
、
妊
婦

さ
ん
、
一
緒
に
歩
き
ま
し
ょ
う
！

活
動
日　

毎
週
木
曜
日
９
時
40
分
〜
昼
食
過
ぎ

場　

所　

羽
根
子
地
区

問
合
先　

梅
崎
奈
津
子

　

☎
０
７
０（
５
３
６
４
）５
８
３
５　

Ｅ
メ
ー
ル　

hanekokko.tsuru@
gm
ail.com

親
子
で
遊
ぼ
う
！「
宝
の
山
プ
レ
ー
パ
ー
ク
」

森
の
お
や
こ
じ
か
ん

７
月
５
日（
水
）「
川
で
遊
ぼ
う
！
」

　

近
く
の
川
ま
で
お
散
歩
し
ま
し
ょ
う
。
浅
く
て

流
れ
も
穏
や
か
な
の
で
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
で
も

参
加
で
き
ま
す
。
川
デ
ビ
ュ
ー
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

参
加
費　

無
料　
　

申
込
み　

不
要

持
ち
物　

汚
れ
て
も
い
い
服
装
、
軍
手
、
飲
み

物
、
お
昼
の
主
食
、
み
そ
汁
の
具
、
お
味
噌
、

マ
イ
食
器
、
着
替
え
、
雨
具
な
ど
必
要
な
も
の

場　

所　
宝
の
山
ふ
れ
あ
い
の
里
ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

※
当
日
お
手
伝
い
し
て
く
れ
る
ス
タ
ッ
フ
も
募

集
し
て
い
ま
す

問
合
先　

宝
の
山
プ
レ
ー
パ
ー
ク　

岩
田

　

☎
０
９
０（
２
６
８
２
）４
９
６
５

※
７
月
は
５
日（
水
）の
み
の
開
催
と
な
り
ま

す
。
８
〜
９
月
は
お
休
み
と
な
り
ま
す
。

親
子
の
え
が
お
研
究
ク
ラ
ブ（
に
こ
研
）

お
子
さ
ん
が
同
学
年
♪
マ
マ
た
ち
話
そ
う
会
☆

日　

時　

７
月
14
日（
金
）10
時
30
分
〜
11
時
30
分

場　

所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
２
階

対　

象　

市
内
に
住
む
、
平
成
28
年
４
月
〜
平

成
29
年
３
月
生
ま
れ（
同
学
年
）の
親
子

参
加
費　

無
料

内　

容　

同
級
生
の
子
ど
も
た
ち
集
ま
れ
！
同

じ
よ
う
に
毎
日
を
頑
張
っ
て
い
る
親
子
の
交
流

の
場
で
す
。
育
児
の
苦
労
体
験
談
・
簡
単
な
相

談
・
情
報
交
換
の
で
き
る
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

昼
食
を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
終
了
後
も

自
由
に
交
流
し
て
過
ご
せ
ま
す
。

託　

児　

フ
ォ
ロ
ー
有
り

定　

員　

10
組（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
）

骨
ナ
ビ（
ホ
ネ
ナ
ビ
）体
操
講
座　

第
４
回

日　

時　

７
月
31
日（
月
）10
時
30
分
〜
11
時
30
分

場　

所　

ぴ
ゅ
あ
富
士
１
階
団
体
連
絡
室

対　

象　

未
就
園
児
の
親
子
、
親
だ
け
で
も
Ｏ
Ｋ

参
加
費　

３
０
０
円

内　

容　

産
後
肩
こ
り
が
ひ
ど
い
…
健
康
管
理

は
大
変
で
す
。
普
段
か
ら
で
き
る『
骨
・
関
節
』

を
意
識
し
た
体
操
で
す
。
背
骨
や
骨
盤
を
動
か

す
こ
と
で
、
猫
背
・
膝
痛
・
腰
痛
な
ど
が
改
善

さ
れ
ま
す
。

託　

児　

フ
ォ
ロ
ー
有
り

定　

員　

10
組（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
）

持
ち
物　

飲
み
物　

服
装
は
動
き
や
す
い
格
好

で
来
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
先　

親
子
の
え
が
お
研
究
ク
ラ
ブ

　

谷
内　

☎
０
９
０（
２
４
４
９
）９
７
９
７

フ
ァ
ミ
サ
ポ
交
流
会『
フ
ァ
ミ
ッ
コ
祭
り
』

日　

時　

７
月
28
日（
金
）９
時
30
分
〜
12
時

場　

所　

ま
ち
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
１
階
交
流
室

参
加
費　

無
料

内　

容　

手
作
り
の
お
店
を
め
ぐ
り
、
親
子
で

夏
の
ひ
と
時
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　

都
留
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー　

☎（
43
）１
３
３
０

※
会
員
以
外
の
方
で
も
参
加
可
能
で
す

　

本
市
で
は
、
高
齢
者
や
障
が
い
者

な
ど
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た『
救
急
医
療
情
報

キ
ッ
ト
』を
無
料
で
配
付
し
て
い
ま

す
！

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
と
は
？

　

専
用
の
容
器
に
、
か
か
り
つ
け
の

病
院
や
服
薬
内
容
な
ど
の
医
療
情

報
、
緊
急
時
の
連
絡
先
な
ど
を
記
入

し
た『
救
急
情
報
』を
入
れ
、
こ
れ
を

冷
蔵
庫
に
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
、

救
急
時
に
か
け
つ
け
た
救
急
隊
員
な

ど
が
、
そ
の
情
報
を
活
用
し
迅
速
な

救
命
活
動
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
す
。

　

保
管
場
所
の
冷
蔵
庫
と
い
う
の

は
、
か
け
つ
け
た
救
急
隊
員
が
救
急

医
療
情
報
キ
ッ
ト
を
探
し
出
す
に

は
、
ほ
と
ん
ど
の
お
宅
の
台
所
に
あ

る
冷
蔵
庫
が
最
適
な
場
所
で
あ
る
た

め
で
す
。

配
付
す
る
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
の

内
容

　

①
容
器

　

②
救
急
情
報
用
紙

　

③
玄
関
用
シ
ー
ル

　

④
冷
蔵
庫
用
マ
グ
ネ
ッ
ト

「救急医療情報キット」をご活用ください！
　　　　　問合先：福祉課 地域福祉担当

☎（46）5112

対
象
世
帯

　

本
市
に
住
所
を
お
く
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
の
い
る
世
帯

・
65
歳
以
上
の
高
齢
者（
平
成
29
年

４
月
１
日
現
在
）

・
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
級
、
２
級
、

３
級
を
所
持
す
る
方

・
療
育
手
帳
Ａ
、
精
神
障
が
い
者
保

健
福
祉
手
帳
１
級
、
２
級
を
所
持
す

る
方

申
込
先

　

福
祉
課（
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留 

１
階
）に
備
え
て
あ
る
、
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
内
容
を
確
認
後
、
無

料
で
配
付
さ
れ
ま
す
。

※
代
理
人
の
方
が
申
請
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
。

■配付される医療情報キットの内容■配付される医療情報キットの内容
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